
電子媒体申請操作マニュアル
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内容を一部修正



4

はじめに

本マニュアルでは、電子媒体申請の操作についてご案内します。

電子媒体申請では、年金事務所・健康保険組合・厚生年金基金に

申請するためのCSVデータを作成できます。

電子媒体申請が対応している手続きは以下の5種類です。

・社会保険資格取得届

・社会保険資格喪失届

・月額変更届

・算定基礎届

・賞与支払届

なお、月額変更届・算定基礎届・賞与支払届については、

事前に各処理ファイルで保存データを作成する必要があります。



2. 月額変更届、算定基礎届、賞与支払届のデータを作成する場合は、
事前に各処理ファイルで保存データを作成する必要があります。
保存データの作成方法は、下記の各マニュアルをご参照ください。

・月額変更届作成マニュアル
・算定基礎届作成マニュアル
・賞与支払届作成マニュアル

1.　事前準備　
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1. 健康保険組合や厚生年金基金にデータを提出する場合は、「個人情報」に
健保組合員番号や厚年基金番号を入力します。

※ただし、資格取得届のデータを作成する場合は不要です。

目次へ戻る↑

https://www.cells.co.jp/daityo-s/wp-content/uploads/manual/getuhen.pdf
https://www.cells.co.jp/daityo-s/wp-content/uploads/manual/sante.pdf
https://www.cells.co.jp/daityo-s/wp-content/uploads/manual/syouyoshiharai2.pdf


2. グループ「社会保険」＞「電子媒体申請」を選択し「開く」をクリック、
または「電子媒体申請」をダブルクリックします。

2.　作成画面の起動方法
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1. 台帳ＭＥＮＵ画面で「処理ファイル」をクリックします。

目次へ戻る↑



2. 登録する項目をクリックします。

3.　マスターの登録

7

1. 「マスター」をクリックします。

目次へ戻る↑

項目名 説明

①
年金事務所
健康保険組合
厚生年金基金

提出先の情報を登録します(8ページ)。

② 会社情報 データ作成をおこなう事業所の情報を登録します(9ページ)。

③ 申請者 申請者を選択します(10ページ)。

④ その他 仕様チェックプログラムや保存先のパスを設定します(11～12ページ)。

①

②

③

④



3.　マスターの登録
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3.1．提出先の登録

2. 健康保険組合の場合は、「健康保険組合名称」欄に名称を入力し「登録」を
クリックします。左のリストに表示されたことを確認し「×」で閉じます。

※各手続きの名称が健保組合で独自に定められている場合は、「固有項目名称」欄に
　それぞれ入力してから「登録」をクリックしてください。

1. 年金事務所の場合は、「名称」欄に年金事務所の名称を入力し、「登録」を
クリックします。左のリストに表示されたことを確認し「×」で閉じます。

3. 厚生年金基金の場合は、「基金番号」と「厚生年金基金名称」を入力して
「登録」をクリックします。左のリストに表示されたら「×」で閉じます。

※各手続きの名称が基金で独自に定められている場合は、「固有項目名称」欄に
　それぞれ入力してから「登録」をクリックしてください。

目次へ戻る↑



3.　マスターの登録
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3.2．会社情報の登録

2. リストから登録する事業所を選択し「読込」をクリックします。

1. 「台帳から新規読込」をクリックします。

3. 事業所ファイルの「会社情報」に登録されているデータが反映されるため
必要に応じてデータを入力・修正し、「登録」をクリックします。
事業所名が左のリストに表示されたことを確認し、「×」で閉じます。

※年金事務所・健康保険組合・厚生年金基金は、「3. マスターの登録」＞
　「3.1. 提出先の登録(8ページ)」と名称が異なるとデータが作成できないため、

　　　　リストボックスから選択し直して登録することをおすすめします。

目次へ戻る↑



3.　マスターの登録
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3.3．申請者の登録

2. 社会保険労務士を選択した場合は、社員No欄のプルダウンから申請する
社労士を選択します。

※「社労士1」等の番号は、e-Gov申請者情報(詳細はこちら)に対応しています。

1. プルダウンから申請者を選択します。

3. 選択した社労士Noに応じて社労士コードと社労士名が自動で反映されます。
最後に「登録」をクリックします。

目次へ戻る↑

https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406158904473


3.　マスターの登録
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3.4．その他の登録

1. 電子媒体申請でデータを作成する場合は、仕様チェックプログラムのデータ
チェックが必要です。初期設定の参照先として、仕様チェックプログラムが
ダウンロードされる既定の場所が表示されるため、「起動チェック」を
クリックし、仕様チェックプログラムが起動するかどうかを確認します。

💡　ポイント

　　「起動チェック」をクリックした際に以下のメッセージが表示される場合は

　　お使いのパソコンに仕様チェックプログラムがインストールされていないか､

　　仕様チェックプログラムの参照先が異なる可能性が考えられます。

　　インストール方法や参照先の詳細については、こちらをご参照ください。

目次へ戻る↑

https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406159072153


2. 電子媒体申請では、データ作成時に保存先を選択することができますが、
あらかじめ保存先を指定することもできます。
必要に応じて「参照」から保存先を選択し、右上の「×」で閉じます。

3.　マスターの登録
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3. マスターを右上の「×」で閉じます。メッセージが表示されたら「OK」を
クリックします。

目次へ戻る↑



4.　作成準備
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1. 「作成準備」をクリックします。

💡　ポイント

　　「3. マスターの登録」＞「3.3. 申請者の登録(10ページ参照)」にて、

　　申請者を「事業所」として登録している場合は、事業所ファイルを選択して

　　ください。提出先の情報は自動で反映されます。

目次へ戻る↑

2. 手続きをおこなう事業所の年金事務所、健康保険組合、厚生年金基金を
それぞれプルダウンから選択し、「登録」をクリックします。

※該当の事業所で健康保険組合、厚生年金基金が未登録の場合は空欄にします。
※媒体通番は、電子媒体申請の保存データ(25ページ)で附番されている通番に
　プラス1をした数字が自動で表示されます。以前の申請と同じ通番で申請すると
　返戻の原因になるため、重複している場合は直接修正してください。



2. 事業所リストから手続きをおこなう事業所を選択し、処理届書からデータを
作成する手続きを選択して「読込」をクリックします。

5.　データ作成
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1. 「データ作成」をクリックします。

目次へ戻る↑

💡　ポイント

　　同一の提出先へ複数の手続きを同時に提出する場合は、1つのCSVファイル

　　としてまとめて作成することができます。1つ目の申請データを作成した後、

　　続けて「データ作成」をおこない、必要なデータを全て作成してから

　　「6. 届出データ作成(19ページ)」へ進みます。

💡　ポイント

　　以下のメッセージが表示される場合は「3. マスターの登録」＞

　　「3.1. 提出先の登録(8ページ)」と「4. 作成準備(13ページ)」で、

　　年金事務所・健康保険組合・厚生年金基金の組み合わせが一致していません｡

　　それぞれの情報を確認し、組み合わせが完全に一致するよう設定し直して

　　ください。



5.　データ作成
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5.1．資格取得届・資格喪失届の場合

1. 被保険者を選択すると、個人情報に登録されている情報が表示されます。
必要に応じて情報の入力・修正をおこない「登録」をクリックします。

※申請に必要な情報が不足している場合は、登録時にメッセージが表示されます。
　フォーム上で入力し、再度登録をおこなってください。

目次へ戻る↑

項目名 説明

① 個人番号
Cellsドライブからマイナンバーを読み込む場合は、「認証・取得」を
クリックします。もしくは直接手入力することも可能です。

② 備考欄

70歳以上被用者・二以上勤務・短時間労働者、資格確認書発行は、
個人情報の社会・雇用保険関係タブをもとに自動でチェックが入ります。
フォーム上で直接選択もできます。
70歳以上被用者届のみ提出は、被保険者が75歳以上の場合に自動で
チェックが入ります。
継続再雇用者については、手動でチェックをいれて登録してください。

③
健康保険組合
厚生年金基金

提出先に健康保険組合、厚生年金基金を選択している場合に表示されます。
※資格取得届の場合のみ、「被保険者証番号」や「加入員番号」は不要です。

2. 他にも届出をおこなう被保険者がいる場合は、手順1の操作を繰り返します。
届出をおこなう被保険者を全て登録したら、右上の「×」で閉じます。

資格取得届の画面を例にご案内しますが、喪失届も同様の手順で操作します。

① ③

②



5.　データ作成
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5.2．月額変更届・算定基礎届・賞与支払届の場合

2. 一番上の被保険者を選択し、「一括登録」をクリックします。

1. あらかじめ作成した保存データ(「1. 事前準備(5ページ)」)を選択し、
「読込」をクリックします。

目次へ戻る↑

月額変更届の画面を例にご案内しますが、算定基礎届・賞与支払届も同様の手順で
操作します。

💡　ポイント

　　「3. マスターの登録」＞「3.1. 提出先の登録(8ページ)」で設定した

　　健康保険組合・厚生年金基金の固有項目は一括登録をおこなうと

　　反映・登録されます。



💡　ポイント

　　申請に使用できない文字などが含まれる場合は、途中で処理が止まり、

　　以下のメッセージが表示されます。その内容をもとにフォームの情報を

　　修正し「登録」をクリックし、次の被保険者から再度「一括登録」します。

※1　使用不可文字(氏名なら髙木の「髙」や渡邉の「邉」など)は漢字部分を削除するか
平易な漢字に変更してから登録します。アルファベットは使用できないため外国人
はカタカナで入力します。詳細はこちら。

※2　電子申請の仕様により、総計が8桁以上(1千万円以上)の場合は、データ登録時に
「報酬の総計が不正です」とエラーが表示されます。この場合は、総計欄を直接
「9999999」(7桁すべて「9」※半角数字かつカンマを含めずに入力)に修正し、
改めて「一括登録」をおこなってください。詳細はこちら。

5.　データ作成

17 目次へ戻る↑

3. 申請データに個人番号を反映する場合は「はい」を、しない場合は「いいえ」
をクリックします。全員分の登録が完了したら「すべて登録しました」と
表示されるため、「OK」をクリックします。

※1

※2

https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406151278105
https://daityo-support.cells.co.jp/hc/ja/articles/4406151450521


5.　データ作成

18 目次へ戻る↑

3. 画面右上の「×」でフォームを閉じます。



2. データの保存先を変更する場合は、「参照」から保存先を選択します。

※デスクトップに保存する場合は、「デスクトップに作成」をクリックします。

6.　届出データ作成
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1. 「届出データ作成」をクリックします。

目次へ戻る↑

3. 年金事務所に提出するデータを作成する場合は「社保作成」、健保組合の
場合は「組合作成」、厚生年金基金の場合は「基金作成」をクリックします。



6.　届出データ作成

20 目次へ戻る↑

4. 該当の提出先を選択します。提出方法は、CDの場合は「ＣＤ・ＤＶＤ」を、
外部ツール「マイナポータル電子申請届出ツール」を使用して電子申請する
場合は「電子申請」を選択します。「マイナポータル電子申請届出ツール」の
詳細はこちら。

💡　ポイント

　　仕様チェックプログラムが起動しない場合は、お使いのパソコンに

　　仕様チェックプログラムがインストールされていないか、マスター設定で

　　インストール先が正しく設定できていない可能性があります。

　　詳細は「3.マスターの登録」＞「3.4. その他の登録(11ページ)」を

　　ご参照ください。

3. メッセージが表示されたら「OK」をクリックします。

5. ファイルの場所は「C:¥」をDeleteキーで削除し、右クリックで「貼り付け」を
クリックします。保存先のパスが表示されたら「チェック」をクリックします。

https://www.cells.co.jp/cellsmynatool


6.　届出データ作成

21 目次へ戻る↑

6. 「エラーは検出されませんでした」と表示されたら「OK」をクリックします。

※エラーが検出された場合は、「6.1. 被保険者に関するエラーを修正する場合
　(23～24ページ)」にお進みいただき、当該データの修正をおこなってください。

7. 仕様チェックプログラムを右上の「×」で閉じます。

💡　ポイント

　　エラーが検出されなかった場合は、仕様チェックプログラム内の

　　「届出内容(T)」より、必要に応じてデータ内容(届出内容一覧表)を印刷する

　　ことができます。

　　また、CDでデータを提出する場合に添付する「総括票」「提出ラベル」の

　　表示・印刷をおこなうこともできます(※)。

※



6.　届出データ作成

22 目次へ戻る↑

8. 手順2(19ページ)で設定した保存先に「電子媒体申請データ」フォルダーが
作成され、提出用のCSVデータが格納されます。

※CSVデータには個人番号が含まれるため、申請後に保存先から速やかに削除する等、
　取扱いにご注意ください。

💡　ポイント

　　『台帳』にはCDへの書き込み機能はありません。

　　CDでデータを提出する場合は、パソコンの機能でCDにCSVデータを書き込んで

　　ください。



6.　届出データ作成
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6.1．被保険者に関するエラーを修正する場合

1. 「データ確認/変更」をクリックします。

仕様チェックプログラムにて、「被保険者氏名」などの被保険者に関するエラーが
表示された場合は、仕様チェックプログラムのフォームを一度閉じ、以下の手順で
該当者のデータを「変更」してください。

2. データの変更をおこなう手続きを選択します。

目次へ戻る↑



6.　届出データ作成
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3. エラーが発生した対象者を選択し、データを確認・修正します。修正が完了し
たら「変更」をクリックします。

4. 「変更しました」と表示されたら「OK」をクリックします。

5. 「届出データ作成」をクリックし、「6. 届出データ作成(19～22ページ)」の
手順にて再度データ作成とデータチェックをおこないます。

目次へ戻る↑



2. メッセージが表示されたら「OK」をクリックします。

※保存ファイル名は「作成年月日＋提出先＋通番」で保存されます。

7.　保存データの作成
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1. 保存データの「作成」をクリックします。

保存データを作成した場合、後から保存データを読み込むことで申請内容の確認や
再編集をおこなうことができます。
また、通番(「4. 作成準備(13ページ)」)は、保存データをもとに附番されるため、
保存データを作成しない場合、次回作成するデータの通番が正しく振られません。
通番が重複している場合は返戻の原因になるため、作成したデータを届出に利用
した場合は、必ず保存データを作成してください。

💡　ポイント

　　作成した保存データは「読込」から読み込むことができます。

目次へ戻る↑



発行元　株式会社セルズ

本マニュアルに記載された内容は予告なく変更されることがあります。

本マニュアルに掲載した画面表示、説明図などは、実際のものとは一部異なる場合があり

ますのでご了承ください。
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